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県
内
の
自
転
車
事
故
の
発
生
件

数
は
、
平
成
26
年
12
月
末
で
９
１

７
５
件
、
う
ち
、
死
亡
事
故
は
32

件
（
死
者
数
32
人
※
バ
イ
ク
１
人

含
む
）
で
す
。

　

自
転
車
に
よ
る
死
亡
事
故
の
都

道
府
県
別
順
位
で
は
、
埼
玉
県
が

ワ
ー
ス
ト
４
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
死
者
の
年
齢
層
は
、
65

歳
以
上
の
高
齢
者
が
最
も
多
く
、

全
体
の
約
60
パ
ー
セ
ン
ト
、
次
い

で
60
〜
64
歳
が
約
20
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
て
い
ま
す
。

　

事
故
の
発
生
場
所
は
、
交
差
点

内
が
全
体
の
71
パ
ー
セ
ン
ト
で
、

主
な
発
生
原
因
は
、
安
全
不
確
認
、

一
時
不
停
止
で
す
。
ま
た
、
交
差

点
以
外
の
場
所
で
は
、
横
断
時
や

夜
間
に
事
故
が
多
く
発
生
し
て
い

ま
す
。

●
交
差
点
に
進
入
す
る
際
の
事
故

　

自
転
車
事
故
の
多
く
は
、
自
転

車
が
交
差
点
に
進
入
し
た
際
に
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

信
号
の
な
い
交
差
点
で
は
、
一

時
停
止
し
、
左
右
の
安
全
を
確
認

し
て
か
ら
進
入
し
ま
し
ょ
う
。

　

特
に
、
塀
な
ど
で
視
界
が
悪
い

交
差
点
で
は
、
車
か
ら
の
発
見
も

遅
れ
、
大
き
な
事
故
に
つ
な
が
り

　

自
転
車
事
故
の
多
く
は
、
自
転

車
側
が
交
通
ル
ー
ル
を
無
視
し
た

こ
と
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
運
転
は
禁
止
さ
れ

て
お
り
、
違
反
し
た
場
合
は
、
い

ず
れ
も
罰
金
な
ど
が
科
せ
ら
れ
ま

す
。

●
飲
酒
運
転

罰
則　

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

100
万
円
以
下
の
罰
金

　
自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
を
な
く
す
た
め
、交
差
点
へ
の
進
入
や
道
路
の
横
断
に
は
十
分
注
意
し
、ル
ー
ル
を
守
っ
て
安
全
に
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

自
転
車
事
故

ま
す
。

　

ま
た
、
信
号
の
あ
る
交
差
点
で

は
、
例
え
信
号
が
青
で
あ
っ
て
も

右
・
左
折
車
が
な
い
か
な
ど
を
確

認
し
て
か
ら
進
み
ま
し
ょ
う
。

●
交
差
点
以
外
の
事
故

　

交
差
点
以
外
で
は
、
進
路
変
更

な
ど
で
道
路
を
横
断
す
る
際
に
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
走
行
し
な
が
ら
後
方
を

よ
く
確
認
せ
ず
に
横
断
し
た
場
合
、

後
方
か
ら
来
た
直
進
車
に
追
突
さ

れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

　

危
険
な
横
断
は
せ
ず
、
横
断
歩

道
の
あ
る
場
所
で
、
自
転
車
を
降

り
て
横
断
し
ま
し
ょ
う
。

●
夜
間
の
事
故

　

夕
暮
れ
や
夜
間
は
、
自
動
車
の

運
転
手
か
ら
発
見
さ
れ
に
く
い
た

め
、
自
転
車
事
故
発
生
の
危
険
性

が
高
ま
り
ま
す
。

　

夜
間
に
運
転
す
る
際
は
、
ラ
イ

ト
を
必
ず
点
灯
し
、
自
転
車
の
前

後
左
右
に
夜
光
反
射
器
材
を
取
り

付
け
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
車
が
近
づ
い
て
い
る
と

き
は
横
断
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

●
高
齢
者
の
自
転
車
事
故

　

高
齢
者
が
被
害
者
と
な
る
事
故

で
は
、
信
号
無
視
、
一
時
不
停
止
、

無
理
な
横
断
な
ど
、
高
齢
者
側
に

違
反
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
運
転
者
の
傾
向
と

し
て
、
自
分
で
安
全
運
転
を
心
掛

け
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
他
人
が

客
観
的
に
み
る
と
安
全
運
転
と
は

言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、 

加
齢
に
伴
う
注
意
力
や
集
中
力
の

低
下
、
瞬
間
的
な
判
断
力
の
低
下
、

動
体
視
力
の
衰
え
な
ど
の
身
体
機

能
の
変
化
に
よ
り
危
険
の
発
見
が

遅
れ
が
ち
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

走
り
慣
れ
た
道
路
で
も
、
基
本

に
立
ち
返
り
、
正
し
い
ル
ー
ル
と

技
能
を
再
確
認
し
、
適
度
な
緊
張

感
を
持
っ
て
運
転
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

ま
た
、
運
転
に
危
険
を
感
じ
た

場
合
は
無
理
に
乗
車
せ
ず
、
公
共

交
通
機
関
の
利
用
な
ど
、
別
の
方

法
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

●
信
号
無
視
・
一
時
不
停
止

罰
則　

３
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

５
万
円
以
下
の
罰
金
（
過
失
は
10

万
円
以
下
の
罰
金
）

●
無
灯
火
運
転

罰
則　

５
万
円
以
下
の
罰
金

　

平
成
25
年
12
月
１
日
か
ら
、
自

転
車
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

●
自
転
車
の
右
側
通
行
禁
止

　

路
側
帯
の
自
転
車
の
双
方
向
走

行
が
禁
止
さ
れ
、
自
転
車
も
車
と

同
様
に
左
側
通
行
と
な
り
ま
し
た
。

罰
則　

３
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

５
万
円
以
下
の
罰
金

●
ブ
レ
ー
キ
の
な
い
自
転
車
の
取

り
締
ま
り

　

走
行
中
の
自
転
車
に
ブ
レ
ー
キ

が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、

警
察
官
は
自
転
車
の
運
転
者
に
対

し
、
ブ
レ
ー
キ
の
整
備
な
ど
の
応

急
措
置
や
運
転
の
中
止
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

罰
則　

５
万
円
以
下
の
罰
金
※
警

察
官
に
よ
る
停
止
や
命
令
に
従
わ

な
い
、
検
査
を
拒
否
・
妨
害
し
た

場
合

を
な
く
し
ま
し
ょ
う

●
傘
さ
し
運
転

罰
則　

５
万
円
以
下
の
罰
金

●
走
行
時
の
イ
ヤ
ホ
ン
な
ど
の
装

着罰
則　

５
万
円
以
下
の
罰
金

●
運
転
中
の
携
帯
電
話
使
用

罰
則　

５
万
円
以
下
の
罰
金

●
２
人
乗
り

罰
則　

２
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た

は
科
料

●
並
進

罰
則　

２
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た

は
科
料


